
札幌市      歩道橋ネーミングライツパートナー契約書（案）  

 

札幌市(以下｢甲｣という。)と          （以下｢乙｣という。)は、甲の

所有する横断歩道橋（以下「歩道橋」という。）に関し、ネーミングライツパートナ

ー制度を導入するために、以下のとおり歩道橋ネーミングライツパートナー契約(以

下｢本契約｣という。)を締結する。  

 

（目的）  

第１条 本契約は、民間の資金を活用して歩道橋の持続可能な維持管理を行うとと

もに、歩道橋を企業の地域貢献の場として活用することを目的とする。 

（権利）  

第２条 本契約に基づき、甲が乙に付与する権利は、次のとおりとする。  

(1)  乙は、甲に提案し承認を得た名称を歩道橋の正式名称を含む愛称名として標

示することができる。なお、愛称名として使用できるものは、「企業名」、「ブラ

ンド名」、「商品名」及び「企業ロゴ」とする。  

(2)  乙は、本契約に基づくネーミングライツパートナーであることを、乙の管理

する媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができる。  

（契約期間）  

第３条 本契約の契約期間は、契約締結日から令和 10 年３月 31 日までとする。  

（対象歩道橋・愛称名・契約料）  

第４条 本契約の対象歩道橋は下表左欄に記載するものとし、愛称名は下表右欄に記

載したものとする。 

対象歩道橋  所 在  愛 称  

○○歩道橋  札幌市○○区○○  ○○○○ ○○歩道橋   

２ 本契約に基づき、乙は契約料として、前条に規定する期間中の１か月（１か月

に満たない期間は１か月とみなす。）につき、金〇〇,〇〇〇円(うち消費税及び地

方消費税の額〇,〇〇〇円)を甲に支払うものとする。   

３ 乙は、前項に定める契約料を、甲が発行する納入通知書により、年度ごとに各

年度分を一括して支払うものとし、契約年度においては、甲が請求を行った日か

ら 30 日以内に、翌年度以降においては４月 30 日までに納付するものとする。  

４ 乙の責に帰すべき事由により、第２項の規定による契約料の支払いが遅れた場

合において、甲は未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適

用される政府契約の支払遅延防止に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条

第１項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息を定める件（昭和 24

年大蔵省告示第 991 号）において定める割合で計算した額の遅延利息の支払を乙

に請求することができる。 



５ 第３条に規定する期間中に消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）等の改正等に

よって消費税等の税率に変動が生じた場合における第２項の消費税及び地方消費

税の額については、当該変動後の税率に基づいて計算するものとする。この場合

において、当該変動後の税率によって算定した額と既納の額との差額の支払い等

の方法については、別に甲及び乙が協議して定める。  

（愛称の標示）  

第５条 乙は、歩道橋に愛称を標示する場合は、道路法（昭和 27 年法律第 180 号。

以下「法」という。）第 24 条及び札幌市私人の行う道路工事に関する規則(昭和

26 年規則第 17 号)第３条に定める申請を行い、その承認を得なければならない。 

２ 乙が標示できる愛称のデザインは別図のとおりとし、詳細については甲乙協議

の上、これを決定する。  

３ 乙は前項で定める愛称のデザインを基本とし、具体的な標示場所、サイズ、色

彩等については、甲と協議の上で決定し、本契約後すみやかに甲に図面を提出す

るものとする。  

４ 愛称を標示する費用は、乙の負担とする。 

５ 愛称の標示部分（フイルムシート等）の帰属及び維持管理の責任は乙とする。 

６ 乙は、愛称の標示部分について常に良好な維持管理に努めなければならない。 

７ 乙は、愛称の標示部分について第３条に定める契約期間において清掃その他維

持補修(以下「維持補修等」という。)が必要となる場合は、第１項の規定によ

り、道路管理者の承認を得て維持補修等を行うこととする。  

８ 天災、事故その他の事由により愛称の標示が損傷し、当該標示が判別不能とな

った場合、乙は、第１項の定めにより愛称を再度標示することができる。  

９ 甲が歩道橋の修繕工事（足場の仮設）等のため愛称を標示することができない

場合又は判読できない状態となる場合があるので留意すること。この場合、契約

料は、当該標示することができない期間を除外して算定することとする。また、

当該期間に係る契約料を既に納入しているときは、乙は、当該期間に相当する契

約料を第４条第２項に基づき算定のうえ、その金額の返還を請求することができ

るものとする。  

10 甲の過失により標示が契約期間内に消去等（汚損を含む。）された場合における

契約料の取扱いについては、前項の規定を準用する。  

11 前３項その他乙の責に帰さない事由により、愛称の標示を取り外し、若しくは

再度の標示を行い、又は清掃等を行う必要が生じた場合の取扱いについては、甲

乙協議して決定するものとする。 

（愛称の変更）  

第６条 乙は、本契約の期間中、本件愛称を変更することはできない。 

２ 乙は、やむを得ない理由により愛称を変更しようとする場合は、あらかじめ甲

と協議し、新たに使用する愛称及び変更の時期等について、甲の同意を得なけれ

ばならない。 



３ 前項に定める変更に伴い要する一切の経費は、乙の負担とする。  

（本契約の期間満了）  

第７条 乙は、本契約の期間が満了する日（以下本条において「満了日」という。）

の翌日以降において、本契約の効力を延長しようとするときは、満了日の６か月

前までに、甲に対して必要な事項を通知するものとする。  

２ 前項の規定により契約を延長する場合、契約内容は、第４条各項の規定による

ものとし、契約期間については、満了日の翌日から３年以内とし、甲乙協議のう

え定めるものとする。  

３ 第１項に定める通知がない場合又は前項に定める協議が本契約の満了日の５か

月前までに整わない場合は、満了日をもって終了する。 

４ 前項の規定により本契約が終了する場合は、乙は、愛称の標示を取り外すな

ど、すみやかに歩道橋の原状を回復しなければならない。この場合の手続き、費

用に関する取扱いは、第５条第１項及び第５項の規定を準用する。  

５ 甲の指示による場合その他乙の責に帰さないと認められる場合を除き、乙が前

項に定める原状回復を完了しない場合は、甲は乙に対して、第４条第２項で定め

る契約料に超過した期間の月数（１か月に満たない期間は１か月とみなす。）を掛

けた金額を請求することができるものとする。この場合において、乙は甲の指定

する日までに甲の請求する金額を支払わなければならない。 

６ 前項に規定する場合において、甲は自ら歩道橋を原状回復することができる。

この場合、甲は法第 58 条第１項の規定に基づき、その費用を乙に負担させること

ができる。 

（知的財産権の無償使用）  

第８条 乙が、愛称に関して知的財産権（知的財産基本法（平成 14 年法律第 122

号）第２条第２項に規定する権利をいう。）を取得した場合においては、乙は、甲

がこれを無償で使用することを認める。  

２ 前項に定める知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲乙の

協議により別途定めるものとする。  

（損害賠償）  

第９条 甲及び乙は、その責めに帰すことができない事由による場合を除き、本契約

を履行しないため又は履行に瑕疵があり、相手方に損害を与えたときは、その損

害を賠償しなければならない。  

（契約解除権）  

第 10 条 甲又は乙のいずれかが、正当な理由なく本契約に定める義務を履行しない

ときは、その相手方は本契約を解除することができる。  

２ 甲は、乙について法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為として本契約

の継続が著しく困難であると判断したときは、本契約を解除することができる。  

３ 前項の規定により契約が解除されたときは、乙は当該解除の日を含む契約年度

に係る契約金額の返還を請求することができない。  



４ 甲は、歩道橋の改修、修繕その他維持管理等に関する工事のために必要な場合

は、第３条に定める契約期間に拘わらず、本契約を解除することができるものと

する。 

５ 前項の規定により契約が解除されたときは、乙は当該解除の日を含む月の翌月

以降の契約料の返還を請求することができるものとする。  

６ 第２項及び第４項の場合にあっては、第７条第４項の規定を準用する。  

（有益費の放棄）  

第 11 条 本契約が終了したとき（甲が前条に定める解除権を行使したときを含む。）

は、乙は乙の支出した有益費及び必要費等があってもこれを甲に請求することは

できない。  

（権利義務の譲渡等の禁止）  

第 12 条 乙は、本契約により生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは継承

させ、又はその権利を担保に供してはならない。  

２ 前項に対する違反があった場合には、甲は第 10 条第１項に基づき契約を解除で

きる。  

（疑義に関する協議） 

第 13 条 本契約の内容に関し、疑義が生じた場合には、甲乙の協議により解決する

ものとする。  

（裁判管轄）  

第 14 条 本契約に関して紛争が生じた場合は、札幌市地方裁判所を専属的管轄裁判

所とする。 

 

本契約の締結を証するため本書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有

するものとする。  

 

 

令和○年○月○日  

 

(甲) 札幌市   

     代表者 札幌市長 秋元 克広  

 

 

(乙) 住 所 札幌市○○区○○○○   

   氏 名 


